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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信端末装置と、
　前記無線通信端末装置の地理的な位置情報を蓄積管理する位置管理サーバと、
　前記位置管理サーバと通信ネットワークで接続され、前記無線通信端末装置と無線通信
を行う基地局と、
を備え、
　前記基地局、前記無線通信端末装置又は前記位置管理サーバは、前記無線通信端末装置
の地理的な位置を測位する測位部を備え、
　前記位置管理サーバは、ランダムなオフセット及び誤差を付加することによって前記測
位部の測位する位置をぼかした位置を位置情報として蓄積管理し、配信することを特徴と
する位置情報管理システム。
【請求項２】
　前記無線通信端末装置は、
　前記測位部と、
　前記測位部の測位する位置を、ランダムなオフセット及び誤差を付加することによって
ぼかす位置ぼかし部と、
　前記位置ぼかし部によってぼかされた位置を前記位置管理サーバに通知する通知部と、
を備え、
　前記位置管理サーバは、
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　前記通知部の通知する位置を受信する受信部と、
　前記受信部の受信する位置を位置情報として蓄積管理する管理部と、
　前記管理部の蓄積管理する位置情報を配信する配信部と、を備えることを特徴とする請
求項１に記載の位置情報管理システム。
【請求項３】
　前記無線通信端末装置は、
　前記測位部と、
　前記測位部の測位する位置を前記位置管理サーバに通知する通知部と、を備え、
　前記位置管理サーバは、
　前記通知部の通知する位置を受信する受信部と、
　前記受信部の受信する位置を、ランダムなオフセット及び誤差を付加することによって
ぼかす位置ぼかし部と、
　前記位置ぼかし部によってぼかされた位置を位置情報として蓄積管理する管理部と、
　前記管理部の蓄積管理する位置情報を配信する配信部と、を備えることを特徴とする請
求項１に記載の位置情報管理システム。
【請求項４】
　前記基地局は、前記測位部を備え、
　前記位置管理サーバは、
　前記測位部の測位する位置を取得する受信部と、
　前記受信部の受信する位置を、ランダムなオフセット及び誤差を付加することによって
ぼかす位置ぼかし部と、
　前記位置ぼかし部によってぼかされた位置を位置情報として蓄積管理する管理部と、
　前記管理部の蓄積管理する位置情報を配信する配信部と、を備えることを特徴とする請
求項１に記載の位置情報管理システム。
【請求項５】
　前記位置管理サーバは、
　前記測位部と、
　前記測位部の測位する位置を、ランダムなオフセット及び誤差を付加することによって
ぼかす位置ぼかし部と、
　前記位置ぼかし部によってぼかされた位置を位置情報として蓄積管理する管理部と、
　前記管理部の蓄積管理する位置情報を配信する配信部と、を備えることを特徴とする請
求項１に記載の位置情報管理システム。
【請求項６】
　前記位置ぼかし部は、予め定められた設定条件で、位置のぼかしを解除することを特徴
とする請求項２から５のいずれかに記載の位置情報管理システム。
【請求項７】
　前記無線通信端末装置は、位置のぼかしの解除を指示する解除指示を取得する指示取得
部をさらに備え、
　前記指示取得部が解除指示を取得すると、前記位置ぼかし部は、位置のぼかしを解除す
ることを特徴とする請求項６に記載の位置情報管理システム。
【請求項８】
　前記位置ぼかし部は、予め定められた算定方法で位置を変更することでオフセットを付
加することを特徴とする請求項２から７のいずれかに記載の位置情報管理システム。
【請求項９】
　前記位置ぼかし部は、四捨五入、切捨て又は切り上げを行うことで、丸め誤差を位置に
付加することを特徴とする請求項２から８のいずれかに記載の位置情報管理システム。
【請求項１０】
　前記位置ぼかし部は、位置の誤差量の増減、桁数の上げ下げ、又は、前記配信部の配信
先に応じて、位置のぼかしの程度を可変することを特徴とする請求項２から９のいずれか
に記載の位置情報管理システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個人情報を保護しながら、無線通信端末装置の位置情報を管理する位置情報
管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　すべての携帯電話などの無線通信端末装置に位置情報の取得機能が搭載されるようにな
り、位置情報サービスが受けやすくなっているが、高精度化により、１ｍの精度まで位置
が確認できることがある（例えば、特許文献１又は２参照。）。提供される位置サービス
の質は向上し、無線通信端末装置の位置に応じた歩行者ナビゲーションのような位置情報
サービスも提供されている。
【０００３】
　無線ＬＡＮを利用すると、無線通信端末装置の位置情報を精確に把握することができる
。また、携帯電話でも、衛星測位システムや基地局測位システムを利用すると、数ｍの精
度で携帯電話の位置を把握することができる。
【０００４】
　従来方式の位置情報管理システムでは、ＧＰＳ機能付き携帯電話であれば、ＧＰＳ機能
が出力する携帯電話の位置情報は、位置情報送信機能によって、位置情報を要求する位置
管理サーバなどに送信されていた。このとき、ＧＰＳ機能が実現する精度がそのまま維持
され位置情報が出力される。ＧＰＳの位置情報の精度は、場所と時間により変化するが、
１～１０ｍの範囲内である。さらに、無線ＬＡＮにあっては、フロア内での座席の位置ま
で精確に把握することができることさえある。
【特許文献１】特開２００２－００８１６４号公報
【特許文献２】特開２００３－１６１６２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　位置情報は、極めて有効に活用することができる反面、個人情報に属するものであるた
めに、安全性を確保しつつ管理しなければならない。
【０００６】
　例えば、１ｍの精度で位置が確認できることから、地図情報と位置情報をリンクすると
、個人がいつどのトイレに何回行ったかまで確認できるようになる。個人の位置はもっと
も公開されたくないプライバシーに属するものであり、位置管理サーバには高いセキュリ
ティーが要求される。このとき、位置管理サーバのセキュリティーが十分なことをいくら
アナウンスしても、無線通信端末装置の保持者には心理的に自分の個人情報が知られてい
るという嫌悪感が残る。
【０００７】
　そこで、本発明は、位置情報サービスを利用する者に対して、位置情報を選択して過度
に個人情報を露出することを避けることのできる位置情報管理システムの提供を目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、発明者は、位置情報サービスを利用する者に対して、位置精
度を選択して過度に個人情報を露出することを避けることのできる位置情報管理システム
を発明した。本発明によれば、位置管理サーバには、無線通信端末装置保持者の希望に合
わせた精度でぼかされた無線通信端末装置の位置情報が蓄積管理される。位置情報をぼか
すことによって、講義室内のどの椅子に座っていたかという原情報に対して、講義室内に
居ることが分かったり、構内に居ることが分かったりする程度で十分な場合はその用途に
応じてぼかしの程度を可変する。また、災害時のような非常時では、位置ぼかしの機能を
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解除すれば、精確な位置を把握することができる。
【０００９】
　具体的には、本発明に係る位置情報管理システムは、無線通信端末装置と、前記無線通
信端末装置の地理的な位置情報を蓄積管理する位置管理サーバと、前記位置管理サーバと
通信ネットワークで接続され、前記無線通信端末装置と無線通信を行う基地局と、を備え
、前記基地局、前記無線通信端末装置又は前記位置管理サーバは、前記無線通信端末装置
の地理的な位置を測位する測位部を備え、前記位置管理サーバは、ランダムなオフセット
及び誤差を付加することによって前記測位部の測位する位置をぼかした位置を位置情報と
して蓄積管理し、配信することを特徴とする。ここで、測位部とは、無線通信端末装置の
位置に関する情報を取得し、無線通信端末装置の位置を算出することをいう。
　位置管理サーバが無線通信端末装置の位置をぼかした位置情報を配信するので、位置情
報サービスの提供者に無線通信端末装置保持者の精確な位置を知られることがない。その
ため、無線通信端末装置保持者の位置という個人情報の露出を避けることができる。
　さらに、誤差が一定であると、結果的に精確な位置が算出可能になるおそれがある。位
置に付加する誤差がランダムであることで、精確な位置の算出の可能性を減らすことがで
きる。
【００１０】
　本発明に係る位置情報管理システムは、前記無線通信端末装置は、前記測位部と、前記
測位部の測位する位置を、ランダムなオフセット及び誤差を付加することによってぼかす
位置ぼかし部と、前記位置ぼかし部によってぼかされた位置を前記位置管理サーバに通知
する通知部と、を備え、前記位置管理サーバは、前記通知部の通知する位置を受信する受
信部と、前記受信部の受信する位置を位置情報として蓄積管理する管理部と、前記管理部
の蓄積管理する位置情報を配信する配信部と、を備えることを特徴とする。
　ぼかした位置を無線通信端末装置が位置管理サーバに通知するので、無線通信端末装置
の精確な位置を無線通信端末装置以外の装置が取得することがない。そのため、無線通信
端末装置保持者の位置という個人情報の露出の危険性をさらに減少させることができる。
また、無線通信端末装置自身が位置のぼかしの程度を可変することができるので、無線通
信端末装置保持者は安心を得られる。
【００１１】
　本発明に係る位置情報管理システムは、前記無線通信端末装置は、前記測位部と、前記
測位部の測位する位置を前記位置管理サーバに通知する通知部と、を備え、前記位置管理
サーバは、前記通知部の通知する位置を、ランダムなオフセット及び誤差を付加すること
によってぼかす位置ぼかし部と、前記位置ぼかし部によってぼかされた位置を位置情報と
して蓄積管理する管理部と、前記管理部の蓄積管理する位置情報を配信する配信部と、を
備えることを特徴とする。
　位置管理サーバが精確な位置を一時的に取得するので、災害時のような非常時に精確な
位置情報を把握することができる。そのため、無線通信端末装置保持者の位置という個人
情報の露出を避けつつ、位置情報を無線通信端末装置保持者の安全のために利用すること
ができる。
　また、無線通信端末装置の負荷が減るので、無線通信端末装置を小型軽量にすることが
できる。一方、位置管理サーバは、高度な処理を用いて位置をぼかすことができる。
【００１２】
　本発明に係る位置情報管理システムは、前記基地局は、前記測位部を備え、前記位置管
理サーバは、前記測位部の測位する位置を取得する受信部と、前記受信部の受信する位置
を、ランダムなオフセット及び誤差を付加することによってぼかす位置ぼかし部と、前記
位置ぼかし部によってぼかされた位置を位置情報として蓄積管理する管理部と、前記管理
部の蓄積管理する位置情報を配信する配信部と、を備えることを特徴とする。
　また、本発明に係る位置情報管理システムは、前記位置管理サーバは、前記測位部と、
前記測位部の測位する位置をぼかす位置ぼかし部と、前記位置ぼかし部によってぼかされ
た位置を位置情報として蓄積管理する管理部と、前記管理部の蓄積管理する位置情報を配
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信する配信部と、を備えることを特徴とする。
　無線通信端末装置が測位機能を備えていない場合に、無線通信端末装置保持者の位置と
いう個人情報の露出を避けることができる。
【００１３】
　本発明に係る位置情報管理システムでは、前記位置ぼかし部は、予め定められた設定条
件で、位置のぼかしを解除することが好ましい。
　無線通信端末装置の精確な位置が必要な場合もある。この場合に、無線通信端末装置の
精確な位置を位置管理サーバに提供することができる。
【００１４】
　本発明に係る位置情報管理システムでは、前記無線通信端末装置は、位置のぼかしの解
除を指示する解除指示を取得する指示取得部をさらに備え、前記指示取得部が解除指示を
取得すると、前記位置ぼかし部は、位置のぼかしを解除することが好ましい。
　無線通信端末装置保持者が精確な位置を用いて位置情報サービスを受けたい場合もある
。この場合に、無線通信端末装置の精確な位置を位置管理サーバに提供することができる
。
【００１６】
　本発明に係る位置情報管理システムでは、前記位置ぼかし部は、四捨五入、切捨て又は
切り上げを行うことで、丸め誤差を位置に付加することが好ましい。
　有効数字を少なくすることで、位置をぼかす際の処理負荷を減らすことができる。
【００１７】
　本発明に係る位置情報管理システムでは、前記位置ぼかし部は、位置の誤差量の増減、
桁数の上げ下げ、又は、前記配信部の配信先に応じて、位置のぼかしの程度を可変するこ
とが好ましい。
　測位部の測位する位置の誤差は測位の度に異なる。また、位置情報を配信する位置情報
サービスによって、必要な位置情報の精度は異なる。そのため、位置のぼかしの程度を可
変することで、適切に位置をぼかすことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、位置情報サービスを利用する者に対して、位置情報を選択して過度に
個人情報を露出することを避けることのできる位置情報管理システムを提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　添付の図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。以下に説明する実施の形態は本
発明の構成の例であり、本発明は、以下の実施の形態に制限されるものではない。
【００２０】
　図１は、本実施形態に係る位置情報管理システムの構成概略図である。本実施形態に係
る位置情報管理システムは、通信ネットワーク１００で互いに接続された無線通信端末装
置１０、基地局４０、位置管理サーバ２０及び位置サービスサーバ５０を備える。無線通
信端末装置１０、基地局４０又は位置管理サーバ２０は、無線通信端末装置１０の地理的
な位置を測位する測位部を備える。位置管理サーバ２０は、測位部の測位する位置をぼか
した位置を位置情報として蓄積管理し、配信する。無線通信端末装置１０は、携帯電話や
ＰＤＡなどの携帯可能な無線通信端末装置である。基地局４０は、位置管理サーバ２０と
通信ネットワーク１００で接続され、無線通信端末装置１０と無線通信を行う。位置サー
ビスサーバ５０は、位置管理サーバ２０の配信する位置情報を用いて、無線通信端末装置
１０に対して位置情報サービスを提供する。基地局４０と位置サービスサーバ５０は、一
体となっていてもよい。
【００２１】
　測位部での測位は、無線通信端末装置１０の位置に関する情報を取得し、無線通信端末
装置１０の位置を算出する。例えば、ＧＰＳなどの衛星測位システム用いての測位、無線
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ＬＡＮでは無線アクセスポイントの設置位置からの測位、携帯電話の基地局を利用した測
位である。無線通信端末装置１０が、衛星測位システムを利用できる場合、又は、無線Ｌ
ＡＮ方式で通信を行う場合、無線通信端末装置１０が測位部を備えていてもよい。基地局
４０が、無線通信端末装置１０との相対位置を取得したり、無線通信端末装置１０が衛星
測位システムから得られた情報を取得したりする場合、基地局４０が測位部を備えていて
もよい。位置管理サーバ２０が基地局アシスト方式を利用している場合、位置管理サーバ
２０が測位部を備えていてもよい。測位部は、上記以外の構成に設けられていてもよい。
【００２２】
　位置のぼかしは、無線通信端末装置１０又は位置管理サーバ２０に備わる位置ぼかし部
が行う。そして、取得した位置をぼかして位置管理サーバ２０に提供する。位置ぼかし部
は、無線通信端末装置１０の位置情報をぼかす。たとえば、位置に、四捨五入、切捨て又
は切り上げを行い、位置情報に丸め誤差を付加する。さらに、位置ぼかし部は、ランダム
な誤差を付加することが好ましい。
【００２３】
　無線通信端末装置１０が測位部及び位置ぼかし部を備える場合、位置ぼかし部は、測位
部から直接無線通信端末装置１０の位置を取得する。無線通信端末装置１０が測位部を備
え、位置管理サーバ２０が位置ぼかし部を備える場合、位置ぼかし部は、位置管理サーバ
２０から通信ネットワーク１００を介して無線通信端末装置１０の位置を取得する。基地
局４０が測位部を備え、位置管理サーバ２０が位置ぼかし部を備える場合、位置ぼかし部
は、基地局４０から通信ネットワーク１００を介して無線通信端末装置１０の位置を取得
する。位置管理サーバ２０が測位部及び位置ぼかし部を備える場合、位置ぼかし部は、測
位部から直接無線通信端末装置１０の位置を取得する。基地局４０が測位部を備え、無線
通信端末装置１０が位置ぼかし部を備える場合、位置ぼかし部は、基地局４０から通信ネ
ットワーク１００を介して無線通信端末装置１０の位置を取得する。位置管理サーバ２０
が測位部を備え、無線通信端末装置１０が位置ぼかし部を備える場合、位置ぼかし部は、
位置管理サーバ２０から通信ネットワーク１００を介して無線通信端末装置１０の位置を
取得する。
【００２４】
　また、位置ぼかし部は、必要以上に位置がぼかされることを防ぐために、位置の誤差量
の増減、桁数の上げ下げに応じて、位置のぼかしの程度を可変することが好ましい。また
、十分な位置情報サービスが受けられるよう、配信部の配信先に応じて、位置のぼかしの
程度を可変することが好ましい。配信部の配信先は、サービスによって定められるアプリ
ケーションを基に識別することができる。例えば、位置ぼかし部は、内蔵されたソフトウ
ェアによって、位置情報サービスの内容に応じて位置情報の精度を自動で指示することが
好ましい。位置情報の精度は、位置情報サービスの提供者が予め設定してもよいし、位置
情報サービスの提供者が予め設定するなかから無線通信端末装置保持者が選択してもよい
。
【００２５】
　位置ぼかし部は、予め定められた設定条件で、位置のぼかしを解除することが好ましい
。設定条件は、例えば、災害時、配信先ごと、時間の単位ごとである。位置のぼかしを解
除することで、無線通信端末装置１０に対して高精度な位置情報を利用した位置情報サー
ビスを提供することができる。
【００２６】
　位置管理サーバ２０が蓄積管理する位置情報の精度は、位置情報サービス提供者及び無
線通信端末装置保持者による設定に応じて異なる。例えば、位置情報サービスがレストラ
ンの位置や連絡先を知らせるサービスであれば、位置情報の精度は１００ｍでもよい。位
置情報サービスが災害時の救助サービスやナビゲーションサービスであれば、１ｍ以上１
０ｍ以下程度の精度である。
【００２７】
　位置管理サーバ２０が蓄積管理する位置情報の精度は、無線通信端末装置保持者からの
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指示によって、変更可能であることが好ましい。例えば、無線通信端末装置１０は、位置
のぼかしの解除を指示する解除指示を取得する指示取得部をさらに備え、指示取得部が解
除指示を取得すると、位置ぼかし部は、位置のぼかしを解除することが好ましい。無線通
信端末装置保持者が位置情報の精度を設定できることで、無線通信端末装置保持者の希望
にそった位置情報サービスを提供することができる。
【００２８】
　図２は、無線通信端末装置が測位部を備え、位置管理サーバが位置ぼかし部を備える場
合の構成概略図である。無線通信端末装置１０は、測位部１２と、通知部１３と、指示取
得部１１と、を備える。位置管理サーバ２０は、受信部２１と、位置ぼかし部２２と、管
理部２３と、配信部２４と、を備える。測位部１２は、無線通信端末装置１０の地理的な
位置を測位する。通知部１３は、測位部１２の測位する位置を位置管理サーバ２０に通知
する。受信部２１は、通知部１３の通知する位置を受信する。位置ぼかし部２２は、受信
部２１の受信する位置をぼかす。管理部２３は、位置ぼかし部２２によってぼかされた位
置を位置情報として蓄積管理する。配信部２４は、管理部２３の蓄積管理する位置情報を
配信する。
【００２９】
　無線通信端末装置１０が指示取得部１１を備える場合、通知部１３は位置及び解除指示
を位置管理サーバ２０に通知する。受信部２１は、通知部１３の通知する位置及び解除指
示を受信する。位置ぼかし部２２は、解除指示に従い、受信部２１の受信する位置をぼか
さずに出力する。管理部２３は、ぼかされていない位置を位置情報として蓄積管理する。
【００３０】
　位置情報処理を、無線通信端末装置１０側と位置管理サーバ２０側とで分担して行うこ
とができる。例えば、位置情報と無線通信端末装置保持者が許可する位置精度を関連付け
る。関連付けされた位置情報は、通信ネットワーク１００により、位置管理サーバ２０に
転送され、管理部２３内に蓄積されるときに、位置ぼかし部２２によって無線通信端末装
置保持者が許可する位置精度に加工され、無線通信端末装置保持者が指定した位置精度で
管理部２３に位置情報が蓄積される。
【００３１】
　この方式の利点は、位置管理サーバ２０内で、災害時などの特別な場合に、位置情報を
最大にすることが可能となることである。ただし、無線通信端末装置保持者が予め許可し
ておく必要がある。また、位置ぼかし部２２での位置情報の処理を、位置情報へオフセッ
トを加える処理と、位置情報をある精度でランダム化する処理とに分け、無線通信端末装
置１０での前処理と、位置管理サーバ２０での処理で、これらを分担することもできる。
【００３２】
　図３は、無線通信端末装置が測位部及び位置ぼかし部を備える場合の構成概略図である
。無線通信端末装置１０は、測位部１２と、位置ぼかし部２２と、通知部１３と、指示取
得部１１と、を備える。位置管理サーバ２０は、受信部２１と、管理部２３と、配信部２
４と、を備える。測位部１２は、無線通信端末装置１０の地理的な位置を測位する。位置
ぼかし部２２は、測位部１２の測位する位置をぼかす。通知部１３は、位置ぼかし部２２
によってぼかされた位置を位置管理サーバ２０に通知する。受信部２１は、通知部１３の
通知する位置を受信する。管理部２３は、受信部２１の受信する位置を位置情報として蓄
積管理する。配信部２４は、管理部２３の蓄積管理する位置情報を配信する。
【００３３】
　無線通信端末装置１０が指示取得部１１を備える場合、位置ぼかし部２２は、解除指示
に従い、測位部１２の測位する位置をぼかさずに、位置を通知部１３に出力する。この場
合、通知部１３は、ぼかされていない位置を位置管理サーバ２０に通知する。管理部２３
は、ぼかされていない位置を位置情報として蓄積管理する。
【００３４】
　無線通信端末装置１０に搭載されているソフトウェアが、位置情報サービスを分類し、
その期待される情報内容から位置管理サーバ２０に転送する位置情報を自動で劣化させる
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ことができる。また、無線通信端末装置１０から得られる位置情報を、位置管理サーバ２
０に送信する際に、無線通信端末装置１０の無線通信端末装置保持者が位置情報の精度を
変更することができる。これにより、無線通信端末装置保持者は、自分が使用する位置情
報サービスの質と、自分が許可できる位置に関する個人情報とを考慮して、心理的な嫌悪
感のない適当な位置情報サービスを利用することができる。
【００３５】
　図４は、位置管理サーバが測位部及び位置ぼかし部を備える場合の構成概略図である。
位置管理サーバ２０は、測位部１２と、位置ぼかし部２２と、管理部２３と、配信部２４
と、を備える。測位部１２は、無線通信端末装置１０の地理的な位置を測位する。位置ぼ
かし部２２は、測位部１２の測位する位置をぼかす。管理部２３は、位置ぼかし部２２に
よってぼかされた位置を位置情報として蓄積管理する。配信部２４は、管理部２３の蓄積
管理する位置情報を配信する。
【００３６】
　無線通信端末装置１０が指示取得部１１を備える場合、通知部１３は、解除指示を位置
管理サーバ２０に通知する。受信部２１は、解除指示を受信する。位置ぼかし部２２は、
解除指示に従い、測位部１２の測位する位置をぼかさずに、位置を管理部２３に出力する
。管理部２３は、ぼかされていない位置を位置情報として蓄積管理する。
【００３７】
　無線通信端末装置１０では、位置情報の精度だけを扱い、その位置精度のデータを、通
信ネットワーク１００を介して転送する。位置管理サーバ２０では、その位置精度によっ
て指示される精度に、無線通信端末装置１０の位置情報を加工する。この方式は、無線通
信端末装置１０の基地局４０が無線通信端末装置１０の位置を知っている場合に適用可能
である。たとえば、携帯電話の基地局エリア内にいる無線通信端末装置１０は、無線通信
端末装置１０との通信において経由した基地局４０のエリア情報とともに登録されている
ことを利用して、無線通信端末装置１０の位置を、数キロメートル程度の精度で管理する
ような場合には、位置管理サーバ２０だけが、この位置情報を管理することも可能である
。この場合には、位置ぼかし部２２は、位置管理サーバ２０側だけ必要となる。
【００３８】
　図１に示す基地局４０が測位部１２を備え、位置管理サーバ２０と一体に構成されてい
る場合も、図４と同様の構成となる。この場合は、測位部１２が基地局４０に備わる。そ
して、位置ぼかし部２２が基地局４０から無線通信端末装置１０の位置情報を取得する。
基地局４０と位置管理サーバ２０が別構成の場合は、図４に示す測位部１２が通信ネット
ワーク１００を介して受信部２１と接続される。そして、受信部２１は測位部１２から位
置情報を受信し、位置ぼかし部２２は受信部２１の受信した位置情報を取得してぼかす。
【００３９】
　以下、位置ぼかし部の具体例について説明する。
　図５は、位置情報の加工例を示す説明図である。位置ぼかし部は、取得した精確な位置
Ｐ１を予め定められた算定方法で変更し、擬似的な位置Ｐ２を生成することで、オフセッ
トを付加する。算定は、例えば、緯度及び経度で表される位置Ｐ１を一定方向かつ一定距
離に移動させる。そして、位置Ｐ２に誤差ΔＰを付加する。例えば、位置Ｐ２の有効桁数
を一定以下にする。
【００４０】
　ここで、位置Ｐ１のオフセットの算定方法は、周期的に変化させることが好ましい。ま
た、オフセット及び誤差をランダムに発生させ、精確な位置情報に付加することが好まし
い。位置Ｐ１が緯度と経度で表現される場合には、オフセットと誤差は、緯度と経度それ
ぞれに付加されることとなる。
【００４１】
　オフセットと誤差がランダムに発生した場合であっても、劣化量をランダムに発生させ
て、位置Ｐ２±ΔＰに付加すると、適当な位置データの平均化処理で精確な位置Ｐ１が割
り出される可能性がある。これを防ぐために、これらの劣化量の可変周期を長くとること
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が好ましい。通常、位置情報の管理対象が人であれば、一箇所に１日以上居ることはない
ので、可変周期は１日程度にすればよい。しかし、位置情報の管理対象が、同じ位置に周
期的に存在する場合には、可変周期は、無限大にする必要があり、位置情報管理対象ごと
に、オフセットを固定する必要がある。この場合には、位置情報管理対象ごとのオフセッ
ト情報は、優先順位が最上位のセキュリティー情報となる。
【００４２】
　レストラン情報を提供するようなアプリケーションであれば、位置情報の精度は１００
ｍでもよい。また、レストランの位置自体を無線通信端末装置保持者に知らせるようなア
プリケーションでは、１ｍ以上１０ｍ以下程度の精度がないと、無線通信端末装置保持者
はレストランの前を通り過ぎてしまうかもしれない。このように、アプリケーションが違
えば、要求される位置情報の精度は変わる。そこで、位置ぼかし部は、位置情報トリミン
グ機能部を備えることが好ましい。
【００４３】
　図６は、位置情報トリミング機能部の構成概略図である。位置情報トリミング機能部３
０は、アプリケーション情報取得部３１と、出力桁数制御機能部３２と、最小桁を丸める
機能部３３と、を備える。
　アプリケーション情報取得部３１は、位置情報サービスに関するアプリケーションが起
動すると、起動したアプリケーションの識別情報などを示すアプリケーション情報を取得
する。出力桁数制御機能部３２は、アプリケーション情報取得部３１からアプリケーショ
ン情報を受信して、そのアプリケーション情報と、指示取得部１１が取得した位置情報の
精度から、最終的な必要位置精度を求め、最小桁を丸める桁数を指定する出力制御情報を
出力する。最小桁を丸める機能部３３は、出力桁数制御情報で指定された桁数に、位置情
報の最小桁を丸める。
【００４４】
　図７に、出力桁数制御機能部３２の構成例を示す。出力桁数制御機能部３２は、識別機
能部３５と、決定機能部３６を備える。識別機能部３５は、アプリケーションを識別して
、アプリケーションの起動を監視する。決定機能部３６は、アプリケーションが無線通信
端末装置保持者の位置情報を要求する場合には、アプリケーションに最適な出力桁数制御
情報を出力する。出力桁数制御機能部３２は、アプリケーションの起動を監視し、そのこ
のとき、無線通信端末装置保持者が希望する位置情報の精度も考慮して、最適な出力桁数
を求める。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明に係る位置情報管理システムは、構内無線ＬＡＮやＲＦ－ＩＤタグを利用した構
内網や携帯電話を利用した公衆通信網を用いた、位置情報管理サービスや、安否情報サー
ビスに利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本実施形態に係る位置情報管理システムの構成概略図である。
【図２】無線通信端末装置が測位部を備え、位置管理サーバが位置ぼかし部２２を備える
場合の構成概略図である。
【図３】無線通信端末装置が測位部及び位置ぼかし部を備える場合の構成概略図である。
【図４】位置管理サーバが測位部及び位置ぼかし部を備える場合の構成概略図である。
【図５】位置情報の加工例を示す説明図である。
【図６】位置情報トリミング機能部の構成図である。
【図７】出力桁数制御機能部の構成図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１０　無線通信端末装置
　１１　指示取得部
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　１２　測位部
　１３　通知部
　２０　位置管理サーバ
　２１　受信部
　２２　位置ぼかし部
　２３　管理部
　２４　配信部
　３０　位置情報トリミング機能部
　３１　アプリケーション情報取得部
　３２　出力桁数制御機能部
　３３　最小桁を丸める機能部
　３５　識別機能部
　３６　決定機能部
　４０　基地局
　５０　位置サービスサーバ
　１００　通信ネットワーク

【図１】 【図２】
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